
在である。2018年５月時点でわが国の教育機関に在籍
する留学生は、約29万9,000人となっており、その数
は増加傾向にある（図１）。

｢出入国管理法の改正（2019年４月）｣「日本で働く外国人労働者数が過去最高を更新（2018年10月末時点）」
など、近年さまざまな角度から外国人材に対する注目度が高まっている。
関経連でも関西企業のグローバル化の一端を担う高度外国人材に着目し、留学生の就職や企業での活躍を
支援する活動を続けている。今号では、日本の大学や大学院に在籍する留学生の就職および就職後の活躍に
関する諸課題と、その解決に向けた当会の取り組みについて紹介する。

高度外国人材が活躍する
地域・関西をめざして
～関西における留学生就職支援および

就職後の活躍支援の取り組み～

高度外国人材をめぐる状況

　経済のグローバル化やＡＩ・ＩoＴなどの技術革新と人
口減少・少子高齢化が並行して進展していることなど
により、日本企業を取り巻く事業環境は急速に変化し
ている。さらに、技術革新に伴いＩＴ技術者等の専門人
材へのニーズが高まり、世界的な人材獲得競争が起こっ
ている。こうした変化に対応し、わが国や企業が持続
可能な成長を実現するためには、日本と母国双方の文
化や習慣などを理解し、かつ専門的知識・技術を持つ
高度外国人材の力が欠かせない。なかでも日本で生活
し、実際に日本の暮らしや文化に日々触れつつ専門知
識を学ぶ留学生は、高度外国人材の卵として貴重な存

出所：日本学生支援機構「平成30年度外国人留学生在籍状況調査結果」（2019年1月）より作成

図１ 日本の教育機関に在籍する留学生数

① ｢第21回留学生教育学会全国大会｣ で講演する小川グローバル人材育成･活用委員長（2016年8月）　②「Get ready for a successful job-hunting 
in Japan」（2018年10月、大学コンソーシアムひょうご神戸・文部科学省国費留学生協会と共催）　③「企業・大学・留学生のワークショップ」（2019
年6月）　④「企業・大学・留学生の交流会」でのエンピ ユニバード社長ご講演（2018年6月）

①

③

②

④
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　政府は2008年に「留学生30万人計画」を策定、2020
年をめどに30万人の留学生受入れを目標に掲げており、
現状ほぼ達成できる見込みとなっている。一方、受入
れた留学生の就職については、日本国内での就職率を
実数である３割から５割に引き上げることを目標として
いるが、直近でも実績は３割程度にとどまっている。
　関西地域に目を向けると、留学生の受入れ数、就職
者数とも年々増加している（図２）。しかしながら、関西
の大学に在籍する留学生を対象にアジア太平洋研究所
が行った調査（『関西地域の投資戦略：高度外国人財の
活用による活性化』2013年５月）では、卒業後の進路
として、回答者の58.1％が日本での就職を希望してい
ることから、就職希望がかなわない留学生が少なから
ず存在することが推察される。留学生の就職支援は関
西においても大きな課題である。

留学生の就職そして就職後の活躍支援に
向けた関経連の取り組み

　こうした高度外国人材に関する調査や実態をふまえ、
当会では2013年にグローバル人材育成・活用委員会を
設置。「企業のグローバル化に資する高度外国人材の育
成と関西での活躍機会の確保」を目標に、特に高度外
国人材としての活躍が期待される大学および大学院に
在籍する留学生を対象とした関西企業への就職支援に

取り組んできた。
　2018年には、留学生の採用・定着にかかる現状把握
のため、企業や行政、大学等へのヒアリング調査を実
施し、次にあげる課題を抽出した。

　以降、当会ではこれらの課題解決につなげるための
取り組みを続けている。
 企業に関する課題への取り組み
　｢日本型雇用システム｣ に起因するミスマッチの解消
に向け、まずは高度外国人材の活躍を効果的に引き出
している企業の関係者等を講師に招いた講演会を開催
し、好事例の水平展開をはかった。
　例えばＡ社（ポンプ製造業）では、処遇やポジション
は、本人の成果に応じ社長決裁で柔軟に決めている。
また、母国での自社製品の販売代理店としての独立を
支援することで、海外の顧客に向けたビジネスの拡大
につなげている。Ｂ社（電子機器製造業）では、海外の
大学を卒業した理系の高度外国人材を現地採用し、日
本の本社で２年間の有期雇用契約（処遇は正社員と同
等）を締結、日本語の集中教育を実施し、ジョブディス
クリプションを用意した上で各部署に配属している。
　また、実際に企業で研修を手掛ける大学教授による
講演会では、支援先の企業で日本人社員と外国人社員
が共に参加する研修を１年間実施したところ､ 相互理
解が進み、外国人社員の活躍や会社の収益アップにつ
ながったという事例が紹介された。
　これらの事例に共通するのは、「成果に応じた処遇や
ポジションを求める」「専門性は高いが日本語には不慣
れ」といった特性を考慮し、日本人とは異なる受入れ

出所：法務省「平成29年における留学生の日本企業等への就職状況について」（2018年10月）より作成

図２ 関西の留学生数・就職者数

出所：日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査結果」（平成25～30年度）より作成

◦企業に関する課題
企業からは ｢高度外国人材は定着しない」、高度
外国人材からは「キャリアパスが明示されていな
い」｢年功的な評価・処遇が不満｣ といった声が
聞かれた｡ これらは主に長期雇用や年功的人事制
度といった ｢日本型雇用システム」に起因するミ
スマッチである。

◦大学に関する課題
企業は留学生の採用に際し高度な日本語能力を
求めているが、そうした企業ニーズを大学の日本
語教員が十分に把握しておらず、留学生の国内就
職率向上という結果につながっていない。

◦在留資格制度に関する課題
在学中に学んだ専門分野と就職後の職種に関連
性が求められる現在の在留資格制度が、留学生
の自由な就職を妨げる一つの要因となっている。
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　さらに、グローバル人材育成・活用委員会では、大
学における留学生受入れの先進的事例を研究すべく、
立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）を昨年12月に視察。
出口治明学長との懇談や、多文化共生キャンパスの見
学を行った（Ｐ.５参照）。
　採用を直接の目的とせず、大学と企業の意見交換の
場を設ける試みは、まだ緒に就いたばかりである。双
方がメリットを享受できるような機会の創出に引き続き
取り組んでいく。
 在留資格制度に関する課題への取り組み
　留学生は日本での就職に際し、約９割が ｢技術・人
文知識・国際業務｣ の在留資格に変更するが、学んだ
専門分野と就職後の職種には関連性が必要とされてい
る。関西の大学や企業からは、この要件の緩和を求め
る声が多数出ていた。
　そこで、先述の当会が公表した提言では政府に対し

「外国人材の受入れに向けた環境整備」を要望。留学生の
日本企業への就職を促進するため、在学中の専門分野に
かかわらない就職も可能となるよう、在留資格の要件緩
和に向けた見直しを行うことが肝要であると提案した。
　本年５月30日には、大学を卒業した留学生が就職でき
る業種の幅を広げるため、在留資格にかかる法務省告示
の改正が行われている（図３）。在留資格制度にかかる政
策動向については今後も注視し、適宜情報発信を行う。
 グローバル人材活用運営協議会・他団体との連携
　留学生の就職支援にあたっては、関西の経済団体、
大学、行政機関を構成メンバーとして2013年に設立さ

方法を採ることで高度外国人材としての高いアウト
プットを引き出している点である。同時に、日本人側の
異文化理解や、職場環境整備が重要であることも浮き
彫りとなった。
　2019年４月に当会が公表した提言「多様な人材の柔
軟な働き方を実現する雇用のあり方」では、こうした
知見を基に、以下の意見を盛り込んだ。

　今後さらに企業ヒアリングを重ね、得られた課題や
事例について体系的な整理を行い、高度外国人材の活
躍支援に役立てていく予定である。
 大学に関する課題への取り組み
　日本の大学や大学院に在籍する留学生が日本企業へ
就職し、仕事を続けていくためには、高いレベルの日
本語能力が必要とされる。ディスコが公表した ｢外国
人留学生／高度外国人材の採用に関する企業調査

〈2018年12月調査〉」（2019年1月）によると、採用した
留学生に対し、入社後、実際に業務を進めていく際に
ビジネス上級レベル以上の日本語能力を求める企業は
約７割にも上っている。当会が行った企業ヒアリング
でも、留学生の採用にあたり日本語で記入するエント
リーシートの提出を求めたり、日本語での面接等を実
施すると回答した企業は多かった。
　大学でも留学生に日本語教育を行っているが、担当
する日本語教員は企業が求める日本語能力のレベルや
留学生の就職状況について情報を得る機会が少ないの
が実情であり、こうした状況を改善するには大学と企
業の連携が不可欠である。
　そこで当会では、関西において文部科学省 ｢留学生
就職促進プログラム｣ 事業を受託するSUCCESS–
Osaka＊と連携、大学と企業が協同して人材育成に取
り組む体制の構築をめざしていく。本年６月には活動
の一環として、企業・大学・留学生のワークショップ
を開催。大学の日本語教員と企業担当者、留学生が同
じテーブルを囲み、ビジネス日本語教材等をもとに活
発な意見交換を行った。

図３ 法務省告示改正のポイント

出所：法務省資料より作成

■外国人材の採用にあたっては、職務や権限・
責任・処遇を明確にし、採用・育成・評価と
いった諸制度を複線化することが有効。

■外国人材を受入れる職場側の異文化理解を促
し、労働環境を整えることが必要。

※意見書全文は関経連ホームページに掲載。
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れた「グローバル人材活用運営協議会」（事務局：関経
連）をはじめ、さまざまな団体と連携しながら事業を展
開している。
　2018年10月にはグローバル人材活用運営協議会、大
学コンソーシアムひょうご神戸、文部科学省国費留学
生協会との共催で、「Get ready for a successful job-
hunting in Japan」を開催。英語による企業講演や座
談会を通して、日本での就職情報や、グローバルに展
開している関西企業の魅力を留学生に伝えた。

高度外国人材から選ばれる関西となるために

　厚生労働省によると日本企業で働く外国人の数は
2018年10月末時点で146万人となっており、過去最高
を更新した。2019年４月には出入国管理法が改正され、

新たな在留資格 ｢特定技能１号・２号」での受入れが
可能になったことから、さらにその数が増えることが予
想される。今後も当会は、大学と企業の連携促進や、
企業における高度外国人材の活躍支援、在留資格制度
に関する対応等に焦点を当て、留学生の就職と就職後
の活躍支援に資する事業を展開し、関西企業のグロー
バル化や関西経済の持続的な成長につなげていく。
　今まさに激しさを増している国際的な人材獲得競争
において、日本・関西が「選ばれる」存在であるため
には、高度外国人材が“孤立することなく”、“意欲を
持ち続けて”働ける職場環境を整備することはもちろ
ん、そこから一歩進んで、帯同する家族を含め、安心
して暮らせる生活面での環境づくりも不可欠である。
この点については政府も取り組みを始めており、2018
年12月には「外国人材の受入れ・共生のための総合的
対応策」を決定した。“生活者としての外国人”という
視点に立った支援方策が動き出している。
　わが国や企業の持続的成長を担う、留学生や高度外
国人材から積極的に選ばれる地域・関西となることを
めざし、当会は、引き続きさまざまな角度からその活
躍を支援する取り組みを進めていく。

（労働政策部 元木陽介）

＊ SUCCESS-Osakaは、関西大学を中心に、大阪大学、大阪市立大学、
大阪府立大学や自治体、企業が参画。企業による業界理解講座や中
長期インターンシップ等をカリキュラムに含め実施している。

　グローバル人材育成･活用委員会では､ 大分県別府市にキャンパスを構え、
在籍する学生や教員の半数が外国籍という立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）の
視察会を2018年12月３日～４日に実施した。
　視察会には正副委員長およびスタッフを中心に10名が参加。出口治明学
長からは ｢ＡＰＵでは、最高水準の教育を提供するビジネススクールが取得で

きる国際認証AACSB、観光教育機関向けの認証
制度『TedQual（Tourism Education Quality）』
の２種類の国際認証を取得し、グローバルな学
生獲得競争に対応している。卒業生のネットワー
クも世界各国に広がっている」といった説明を受
けた。
　その後、日本人学生と外国人学生の引率によるキャンパスツアーが実施さ
れ、図書館やＡＰハウス（キャンパス内の学生寮）、食堂などの施設を見学し、
交流を深めた。

立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）を視察
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